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３－１．事業の実施状況（医療分） 
 

令和３年度広島県計画に規定した事業（医療分）について、令和４年度終了時における事業の実施状

況を記載。 

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.４（医療分）】 

ひろしまＤＭステーション構築事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

10,172 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

全区域 

事業の実施主体 広島大学 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 県内の中山間地域など糖尿病診療拠点・中核病院が存在しない地域

（以下「不在地域」という。）においては，糖尿病専門医や糖尿病療養指

導のための医療スタッフがおらず，地域医療連携やチーム医療体制を構

築することが困難な場合がある。このような不在地域への「人」の派遣

や「人に代わる手段・ツール」の導入により，糖尿病診療を補完し療養

指導を向上させ，県全域の糖尿病医療を均一化して糖尿病の重症化や合

併症の発症を予防する必要がある。 

アウトカム指標： 

新規人工透析患者数（人口 10 万人） 広島県 41.1（H27）⇒37.0（R3）

⇒35.6（R5） 

糖尿病による死亡率 広島県 全国 15 位（H29）⇒14 位以内（R3）⇒10

位以内（R5） 

事業の内容（当初計画） 不在地域において，IoT により収集した詳細な患者情報を，かかりつ

け医（非専門医）と広島大学内の「ひろしまＤＭステーション」との間

で共有するための，ICT を活用した医療情報ネットワークシステムを構

築する。 

 その上で「ひろしまＤＭステーション」の専属医療スタッフから個々

の患者に対して，生活習慣改善（管理栄養士による食事療法・理学療法

士による運動療法）のための電話指導を実施する（遠隔医療）。また，不

在地域のかかりつけ医に対して専属医療スタッフを定期的に派遣し，現

地の医療スタッフへの具体的な療養指導方法の助言や協議を行う（デリ

バリー医療）。 

蓄積した患者情報と生活習慣介入の指導内容を「ひろしまＤＭステー

ション」において人口知能（AI）に学習させ，将来的に，AI が作成した

患者個別の生活習慣改善プログラムを不在地域のかかりつけ医や医療ス

タッフへフィードバックすることによって，地域における“自給自足”・

完結型の糖尿病医療体制を確立することを目指す。 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

・IoT や ICT を活用した遠隔医療による医療連携への参加 

 令和３年度：５施設  
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 令和４年度：施設数を拡大 

・患者個別の生活習慣改善プログラムを作成可能な AI の開発 

アウトプット指標（達成

値） 

・令和４年度 遠隔医療・デリバリー医療の対象施設： 

  ６施設（糖尿病患者数 38 名） 

・患者個別の生活習慣改善プログラムを作成可能な AI の開発：開発中。 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 
①新規人工透析患者数 
②糖尿病による死亡率 

観察できなかった   
観察できた 
①新規人工透析患者数（人口 10 万人） 

令和３年度：33.8 

②糖尿病による死亡率 

令和４年度：14.1（全国 22 位） 

 

（１）事業の有効性 

 糖尿病医療過疎地域の５市町の５医療機関へ専属医療スタッフが定期

的な訪問と電話による遠隔指導を試験的に実施。IoT や ICT を活用した医

療情報ネットワークシステムを用い，生活習慣の遠隔指導を試験的に導

入し，６か月間の介入を実施。その結果を踏まえ，システムを改訂中で

あり，令和４年度以降に遠隔指導を実施する地域や医療機関を拡大する

予定。令和３年度の実績において，新規人工透析患者数は目標を達成し

ているが，糖尿病による死亡率は目標を達成できておらず，原因として

は，糖尿病総患者数の増加や高齢化が考えられ，本事業における遠隔医

療・デリバリー医療の拡充により，高齢の糖尿病患者への生活習慣改善

のための指導を充実させ，令和５年度までの目標達成を目指す。 

（２）事業の効率性 

 令和３年度の実施内容は，患者個別の生活習慣改善プログラムを作成

可能なAIの開発に資するものであり，効率的な事業展開が行われている。 

その他 令和３年度：9,848 千円 

令和４年度：324 千円 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.５（医療分）】 

心不全患者包括ケアネットワーク連携支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

7,328 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

全区域 

事業の実施主体 広島大学病院心不全センター，地域心臓いきいきセンター（安佐市民病院，廣島総

合病院，中国労災病院，東広島医療センター，尾道総合病院，福山市民病院，三次地区医療センター） 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

在宅支援体制に，新たに回復期を担う病院を加え，急性期病院から在宅支

援施設まで有機的かつ効率的に連携できる体制を構築することで，増加が見

込まれる心不全患者が退院後も安心して在宅療養を行える環境を整備し，生

活の質を向上させる。 

アウトカム指標： 

・虚血性心疾患退院患者平均在院日数 6.0 日(H26)→5.8 日(R5) 

・在宅等生活の場に復帰した患者の割合 95.5％(H26)→96.6％(R5) 

事業の内容（当初計画） ・各圏域の地域心臓いきいきセンター（急性期病院）と回復期を担う病院と

の連携体制の構築 
・在宅支援施設に対するフォローアップ支援の実施（症例検討会や研修会の

実施） 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

・回復期を担う連携病院数 
 ０施設（R3）→ 16 施設（２施設×８圏域）（R4）→ 24 施設（３施設×

８圏域）（R5） 

・心臓リハビリテーション指導士の認定者数 

 準備（R3）→８名（１名×８圏域）（R4）→16名（２名×８圏域）（R5） 

・心不全療養指導士の認定者数 

 準備（R3）→24 名（３名×８圏域）（R4）→32 名（４名×８圏域）（R5） 

アウトプット指標（達成

値） 

・回復期を担う連携病院数 

 21 施設（R3） 

・心臓リハビリテーション指導士の認定者数 

 100 名（R3） 

・心不全療養指導士の認定者数 

 52 名（R3） 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった 

（理由）R3 年度は調査実施年ではないため。 

（代替指標）心疾患死亡率の全国順位 

（達成状況）R2 年度調査では全国順位 22位に対し，R3年度調査では 21位と

上昇しており，事業に一定程度効果があったものと見られる。 

観察できた 

（１）事業の有効性 

 在宅支援体制に新たに回復期を担う連携病院を加えることにより，今後増

加が見込まれる心不全患者の急性期病院から在宅支援施設まで有機的かつ効

率的に連携できる体制の整備に繋がっている。 
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 在宅支援施設に対するフォローアップ支援（症例検討会や研修会の実施）

により，急性期病院～在宅支援施設の連携強化，支援内容の質の向上に繋が

っている。 

 直近年度の数値（H29）において，虚血性心疾患退院患者平均在院日数は目

標を達成できる見込みがあるが，在宅等生活の場に復帰した患者の割合は前

回数値よりやや低下していることから，事業の継続により，令和５年度まで

の目標達成を目指す。 

（２）事業の効率性 

 事業実施は，広島大学病院心不全センターを中心に，各圏域の地域心臓い

きいきセンターとともに心不全患者の在宅支援体制整備に取り組んでおり，

効率的かつ効果的な事業展開が行われている。 

その他 令和３年度：5,229 千円 

令和４年度：1,236 千円 
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事業の区分 4．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.17（医療分）】 

看護師等養成所運営費補助金  

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

244,166 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

全区域 

事業の実施主体 広島県 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

医療・介護需要の増加が見込まれる中，看護教育の充実を図ることによ

り，看護職員を安定的に確保していく必要がある。 

アウトカム指標：  

・医療施設従事看護職員数 

 42,904 人（H28）→ 45,276 人（R5） 

※厚生労働省「衛生行政報告例（隔年調査）」による 

・補助対象施設の県内就業率 

91.1％（H29）→ 90％以上 

事業の内容（当初計画） 看護教育の充実を図るため，看護師等養成所に対し運営費を補助する。 

アウトプット指標（当初の目

標値） 

看護師等養成所運営費の補助（県内 19 課程） 

アウトプット指標（達成値） 看護師等養成所運営費の補助（県内 18 課程） 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

①医療施設従事看護職員数 

②補助対象施設の県内就業率 

観察できなかった → 指標②：90.7％（R4） 

H30 の県内就業率 90.7 と比較し、増減は見られなかった。 

観察できた  → 指標①：44,944 人（R4 暫定値） 

H30 年 12 月末現在の医療施設従事看護職員数 44,184 人から 760 人の増

となっている。       

（１）事業の有効性 

  看護師等養成所の運営費に対し補助を行うことで、看護職員の確保及

び資質向上に寄与した。 

（２）事業の効率性 

  補助対象の看護師等養成所は高い県内就業率を保っており、効率的

な看護職員確保につながっている。 

その他 令和３年度：122,235 千円 

令和４年度：83,996 千円 

 
 
 


